


 第４条第１項第２号中「平成３０年度末」を「平成３１年度末」に、「平成

３１年４月以降」を「令和２年４月以後」に改め、同号中「（特別徴収の場合

にあっては特別徴収対象年金給付の支払日）」を削り、同号中「平成３０年度

分」を「平成３１年度分」に改める。  

 

附 則  

 この要綱は、令和２年５月１日から施行する。  


